
大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月２１日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第６号 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規 

則の一部を改正する規則 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則（平成

２７年大和市規則第５８号）の一部を次のように改正する。 

第９条の表２９の項中「子ども・子育て支援法による」の次に「妊婦のための支援給付、」を加

え、同表３０の項事務の欄中「も」を「もの」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第９条の表３０の項の改正規定について

は、公布の日から施行する。 


